
 

 

令和８年度 家庭児童相談員（会計年度任用職員）募集要項 

 

令和８年３月 

大阪狭山市教育委員会事務局 

こども政策部こども家庭支援グループ 

 

１ 募集職種及び募集人員 

職種 募集人員 

家庭児童相談員 １名 

 

２ 応募資格 

 次のいずれかに該当する人かつ普通自動車運転免許を取得している人 

 

 

３ 勤務条件 

 ⑴ 勤務場所 大阪狭山市立子育て支援・世代間交流センター 

 ⑵ 勤務内容 ①子育ての不安や悩みに関する相談支援 

        ②要保護児童等に関する相談、養育支援 

        ③児童虐待通告への対応（調査・安全確認・指導） 

④児童相談所、保育所、学校等の関係機関との連絡調整 

        ⑤児童家庭相談に伴うケース記録作成等 

 ⑶ 報  酬 266,811円（地域手当相当額込み） 

        ※上記金額は、年度途中で改定する場合があります。 

        ※このほか、通勤に伴う経費、時間外勤務手当に相当する報酬、期末手当、

勤勉手当がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

 ⑷ 勤 務 日 月曜日から金曜日（週５日）、その他所属長の定める日 

 ⑸ 勤務時間 午前９時００分から午後５時００分まで（休憩４５分間） 

 ⑹ 休  日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

        ※ローテーションで土曜開庁（午前９時～１２時）の勤務があります。 

（２～３か月に１回程度） 

 ⑺ 休  暇 年次有給休暇（採用した月によって異なります）、忌引き等の特別休暇 

 ⑻ 社会保険 厚生年金保険、健康保険（介護保険を含む）、雇用保険の適用あり 

⑴ 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、保健師、看護師、または保育士のいず

れかの資格を有する人 

⑵ 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規定する普通免許状を有する人 

⑶ 社会福祉主事として３年以上児童福祉事業に従事した人 

⑷ 大学で心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程

を修めて卒業した人で、指定施設で１年以上福祉に関する相談援助業務に従事した人 



 

 

 

４ 任用期間 

 採用した日から令和９年３月３１日（水）まで 

（客観的な能力実証をふまえて、再度任用する場合があります） 

 

５ 選考日程等 

⑴ 日  時 随時（応募後調整させていただきます。） 

⑵ 場  所 大阪狭山市立子育て支援・世代間交流センター（予定） 

⑶ 選考方法 面接試験 

 

６ 応募手続 

 ⑴ 受付期間 平日（午前９時から午後５時３０分まで。） 

 ⑵ 提出書類 ①履歴書（ホームページからダウンロード可能です。市販の履歴書を使用す

る場合は、本人希望欄等に応募職種を記載してください） 

        ②資格証明書の写し（例：社会福祉士登録証等）又は実務従事証明書 

 ⑶ 申込先  大阪狭山市教育委員会事務局 こども政策部こども家庭支援グループ 

        （大阪狭山市こども家庭センター） 

〒589-0005 大阪狭山市狭山四丁目 2303番地の 2 

 ⑷ 注意事項 ・申込みは上記⑶申込先への持参または郵送により受け付けます。 

        ・提出書類は一切返還しません。 

 

７ 合格者の発表 

 面接試験の日の約１～２週間後 ※合否結果は、応募者全員に郵送で通知します。 

 

【問い合わせ先】 

  大阪狭山市教育委員会事務局 

  こども政策部こども家庭支援グループ  

（大阪狭山市こども家庭センター） 担当 東野 

   TEL 072（349）8016（直通） FAX 072（360）4331 

   Mail kodomokatei@city.osakasayama.osaka.jp 


